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スマートフォンの無料アプリ スマートフォンの無料アプリをインストールする時
の注意点を教えてください。（20代・男性）

　

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
以
下

ア
プ
リ
）
の
中
に
は
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
に
登
録
さ
れ
た
名
前
・

電
話
番
号
・
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
・
位
置
情
報
・

電
話
帳
な
ど
の
個
人
情
報
を
抜
き
取
る
「
不

正
ア
プ
リ
」
が
あ
り
ま
す
。

　

ア
ダ
ル
ト
動
画
の
無
料
ア
プ
リ
を
イ
ン
ス

ト
ー
ル
し
た
ら
、
実
は
不
正
ア
プ
リ
で
、
後

日
、高
額
な
料
金
を
請
求
す
る
電
話
が
あ
り
、

脅
さ
れ
た
と
い
う
相
談
も
寄
せ
ら
れ
て
い
ま

す
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

　

ア
プ
リ
を
イ
ン
ス
ト
ー
ル
す
る
時
は
、
通

信
会
社
の
公
式
マ
ー
ケ
ッ
ト
な
ど
か
ら
イ
ン

ス
ト
ー
ル
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。た
だ
し
、

念
の
た
め
、
ア
プ
リ
が
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の

ど
の
情
報
に
ア
ク
セ
ス
す
る
か
を
示
す
「
ア

ク
セ
ス
許
可
」
画
面
を
よ
く
確
認
し
ま
し
ょ

う
。

　

例
え
ば
、
壁
紙
の
ア
プ
リ
な
の
に
位
置
情

報
や
電
話
帳
な
ど
、
必
要
の
な
い
情
報
に
ア

ク
セ
ス
許
可
を
求
め
て
く
る
場
合
は
、
許
可

を
せ
ず
イ
ン
ス
ト
ー
ル
を
中
止
し
ま
し
ょ

う
。 「

ア
ク
セ
ス
許
可
」
は

「
ア
ク
セ
ス
許
可
」
は

　
　
　
　
　
　
　

慎
重
に

　
　
　
　
　
　
　

慎
重
に
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国
民
年
金
保
険
料
の
お
知
ら
せ

【
過
去
２
年
間
に
国
民
年
金
保
険
料

の
未
納
期
間
が
あ
る
方
へ
】

　

国
民
年
金
は
、
所
得
が
少
な
い
と

き
や
失
業
な
ど
に
よ
り
保
険
料
を
納

付
す
る
こ
と
が
経
済
的
に
困
難
な
場

合
、
保
険
料
の
免
除
を
申
請
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

４
月
か
ら
は
、
申
請
時
点
の
過
去

２
年
１
カ
月
分
の
免
除
申
請
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

○
こ
れ
ま
で
は
、
過
去
分
の
国
民
年

金
保
険
料
の
免
除
が
受
け
ら
れ
る
期

間
は
、
申
請
の
直
前
の
７
月
（
学
生

納
付
特
例
は
直
前
の
４
月
）
ま
で
の

１
年
以
内
で
し
た
。

【
失
業
な
ど
の
特
例
免
除
の
対
象
期

間
も
拡
大
さ
れ
ま
す
】

　

４
月
か
ら
は
、
災
害
・
失
業
な
ど

の
前
月
か
ら
災
害
・
失
業
な
ど
が

あ
っ
た
年
の
翌
々
年
６
月
ま
で
の
期

間
に
つ
い
て
、
特
例
免
除
の
申
請
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。（
平
成
26

年
３
月
以
前
に
あ
っ
た
災
害
・
失
業

も
対
象
と
な
り
ま
す
が
、
過
去
分
の

審
査
対
象
期
間
は
、
２
年
１
カ
月
前

ま
で
で
す
）

○
災
害
・
失
業
な
ど
を
理
由
と
し
た

免
除
（
特
例
免
除
と
い
い
ま
す
）
は
、

こ
れ
ま
で
は
、
申
請
時
点
の
年
度
ま

た
は
前
年
度
に
災
害
・
失
業
な
ど
の

理
由
が
あ
る
こ
と
が
条
件
と
な
っ
て

い
ま
し
た
。

■
申
請
方
法
は

　

土
浦
年
金
事
務
所
ま
た
は
市
役
所

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
必
要
な
添

付
書
類
な
ど
、
詳
し
く
は
、
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
ご
注
意
く
だ
さ
い
◆

○
２
年
１
カ
月
前
の
月
分
ま
で
免
除

申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、

申
請
が
遅
れ
る
と
万
一
の
際
に
障
害

年
金
な
ど
を
受
け
取
れ
な
い
場
合
や

失
業
な
ど
の
特
例
免
除
が
受
け
ら
れ

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
速
や

か
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

○
申
請
期
間
に
対
応
す
る
前
年
所
得

に
基
づ
き
、審
査
を
行
い
ま
す
の
で
、

免
除
が
承
認
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　

な
お
、
全
額
免
除
と
一
部
免
除
は

配
偶
者
お
よ
び
世
帯
主
、
若
年
者
納

付
猶
予
は
配
偶
者
に
つ
い
て
も
所
得

審
査
を
行
い
ま
す
。
配
偶
者
や
世
帯

主
が
失
業
な
ど
に
該
当
す
る
場
合

も
、
免
除
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
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問
申

【
障
害
年
金
受
給
な
ど
で
法
定
免
除

を
受
け
て
い
る
方
へ
】

■
こ
れ
ま
で
は

　

障
害
基
礎
年
金
な
ど
を
受
給
し
て

い
る
方
は
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納

付
が
免
除（
法
定
免
除
と
い
い
ま
す
）

と
な
る
た
め
、
老
齢
基
礎
年
金
額
の

増
額
を
希
望
す
る
と
き
は
保
険
料
の

後
払
い
（
追
納
制
度
）
を
ご
利
用
い

た
だ
い
て
い
ま
し
た
。

■
４
月
か
ら
は

　

法
定
免
除
の
期
間
で
あ
っ
て
も
、

保
険
料
を
通
常
納
付
で
き
る
「
納
付

申
出
制
度
」
が
は
じ
ま
り
ま
す
。

　

納
付
申
出
に
よ
り
、
次
の
便
利
で

お
得
な
制
度
を
あ
わ
せ
て
ご
利
用
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

・
保
険
料
の
口
座
振
替
（
手
間
い
ら

　

ず
で
便
利
）

・
保
険
料
の
前
納
（
保
険
料
の
割
引

　

有
）

・
付
加
年
金
な
ど
の
加
入
（
お
得
な

　

上
乗
せ
制
度
）

■
手
続
き
方
法
は

　

土
浦
年
金
事
務
所
ま
た
は
市
役
所

に
申
出
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
、
左
記
の
手
続
き
先
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

免
除
申
請
対
象
期
間
が
拡
大
さ
れ
ま
す

通
常
納
付
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す


